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第１章 計画の策定にあたって 

１ 趣旨 

 平成１３（２００１）年１２月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」

（資料編参照）が制定され、子どもの読書活動の推進に関する基本理念を定

め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、４月２３日を「子

ども読書の日」とすることを定めることにより、子どもの読書活動の推進に関

する施策を総合的かつ計画的に推進し、子どもの健やかな成長に資することを

目的としています。 

国は、この法律に基づき、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計

画」を策定し、北海道もこれを踏まえ「北海道子どもの読書活動推進計画」

（資料編参照）を第５次まで策定しました。国及び北海道においては、それぞ

れの成果と課題を踏まえ、おおむね５年毎に計画が策定されています。 

当別町においては、国、北海道の計画を踏まえ、平成２２（２０１０）年４

月「当別町子どもの読書活動推進計画」を策定しました。その後、社会情勢や

子どもの読書活動を取り巻く状況の変化等を鑑みながら令和３（２０２１）年

には「当別町子どもの読書活動推進計画（第３次計画）」（以下、第３次計画と

いう。）を策定し、子どもの読書活動を推進してきました。 

このたび、令和７（２０２５）年度で第３次計画の計画期間が終了すること

から、子どもの読書活動のさらなる推進のため、これまでの基本的な考え方を

継承しつつ第３次計画の成果と課題を踏まえた「当別町子どもの読書活動推進

計画（第４次計画）」（以下、「第４次計画」という。）を策定するものです。 
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２ 位置付け 

 第４次計画は、子どもの読書活動の推進に関する法律第９条第２項に基づき

策定し、「当別町第６次総合計画」が示す分野別の施策である「豊かな人づく

り施策」に沿って策定される子どもの教育分野の個別計画として位置づけられ

るものであります。 

 また、「当別町教育大綱」をはじめ、「当別町教育基本計画」などとの整合性

も図るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

 計画期間は、令和３（２０２１）年度から５年間とし、必要に応じて計画の 
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３ 第３次計画の成果と課題（令和３(２０２１)年度～令和７(２０２５)年度） 

推進施策１ 家庭における読書活動の推進 

＜成果＞ 

 〇『うちどく通信』および『図書館だより』を継続的に発行し、 

子どもに向けたおすすめ本の紹介やイベント案内のほかに、保護者 

向けにも新刊一般書の紹介等を行うことで、家庭により広く本に 

親しむきっかけを提供した。 

〇10 か月児健診時にブックスタート事業、小学校および義務教育学 

校入学時にブックセカンド事業を実施し、子どもたちが実際に本に 

触れる機会を創出した。ブックスタート事業の事後アンケートでは、 

プレゼントした絵本が家庭で活用されていることが読み取れた。 

 

＜課題＞ 

 〇ブックスタート事業後、それをきっかけとする継続した読書環境づ 

くりに課題がある。 

 

推進施策２ 学校等における読書活動の推進 

＜成果＞ 

〇各学校において朝読書やボランティアによる読み聞かせを行い、 

学校図書館運営においてもタブレット端末からの蔵書リクエスト 

受付等子どもたちがより読書に興味を持てるよう取り組んだ。 

○図書館職員が週 1 回各学校を訪問し、学校図書館の環境整備や 

図書修繕等の支援を行った。 

    ○図書館事業として行っている「ぬりえ＆おすすめ本POPコンテスト」 

で園児児童生徒から作品を募集・展示することで、地域の人たちにも 

子どもたちの読書活動の一端を共有することができた。 

    ○読書が好きな子どもの割合は小学 6 年生で増加傾向、中学 3 年生に 

おいては平日 1 日あたり 10 分以上読書する割合が増加している。 
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＜課題＞ 

 〇タブレット端末の使用促進により紙の本の朝読書を実施しにくく 

なっている学校もあり、読書のあり方を再考していく必要がある。 

    ○教員の多忙化により、読書活動推進や図書業務に対する負担が 

増加している。 

○読書が好きな子どもの割合は中学 3 年生で減少傾向である。読書 

環境を整備し、図書に対する関心を高めることが必要である。 

 

推進施策３ 図書館における読書活動の推進 

＜成果＞ 

 〇町図書館において資料の購入予算を年々段階的に増額しており、 

子どもたちの幅広いニーズを満たすべく蔵書の充実を図っている 

○夏季に「図書館ミニ祭り」「古本市」、冬季に「クリスマス会」等を 

行い、地域の図書館として親しみを持ってもらえるようなイベント 

を企画・運営した。 

○各こども園・各学校と連携し、長期休暇前に直接来館しての 

団体貸出や日常的な施設利用、授業の一環としての施設見学等を 

受け入れ、図書館を利用する習慣のない子どもたちにも本に親しむ 

機会を提供することができた。 

○令和４年とうべつ学園の開校前には、蔵書やレイアウトなどに 

ついて検討を重ね、スムーズにメディアライブラリーを開設した。 

 

＜課題＞ 

     ○町図書館においては収容可能な蔵書数を踏まえて情報の古く 

なった資料を除籍する等適切な運用が必要である。 

○図書館利用者は減少傾向であり、利用者を増やすため工夫した取組 

 みが必要である。 
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第２章 当別町子どもの読書活動推進施策 

 この計画は、第３次計画の成果と課題を踏まえ、子どもの読書活動に関する施

策を総合的かつ計画的に進めることを目的とし、引き続き社会全体で子どもの

読書活動を進めるために取り組んでいきます。 

 

１ 期間 

 令和８（２０２６）年度から令和１２（２０３１）年度までの５年間とし、

必要に応じて計画の見直しを行います。各年度における事業計画は当別町社会

教育推進計画の中で示し、年度末に評価を行います。 

 

２ 対象と各期の特徴 

 この計画の対象は、０歳から１５歳までの子どもとします。 

（１）乳幼児期（０歳～６歳） 「本に出会う」 

一般的には、誕生直後から１歳または１歳半くらいまでが乳児期、その 

後、就学するまでが幼児期といわれています。 

乳児期－乳児期は絵本の読み手の声や表情に反応し、コミュニケーショ 

ンを図ろうと自らも声を発しようとします。そのため、この時期 

は、子どもが自己を形成していく上でも、保護者等周りにいる大  

人からの語りかけがとても大切になります。 

◎０歳から１歳⇒本に出会いながら赤ちゃんと濃密なスキンシップ 

        本に出会いながら子どもに語りかけ 

幼児期－本を読んでもらうことなどにより、その内容を自分の経験と結 

び付け、想像を巡らせたり、読んでもらった本を自分で読もうと 

したりして、本を楽しむことができるようになります。そのた 

めこの時期は、想像力や新しいものをつくり出す力が培われると 

ともに、言葉も豊かになっていきます。 

◎２歳から３歳⇒本に出会いながら子どもに語りかけ 

◎３歳から５歳⇒本に出会いながらたくさんのことばおぼえ 

⇒本に出会いながらコミュニケーション（双方向） 

       ⇒本に出会いながらこころを豊かに 
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また、乳幼児が認定こども園で、幼稚園教諭や保育教諭、友達 

と一緒に絵本などを見たり、聞いたりすることは、同じ世界を共 

有する楽しさや心を通わせる一体感などを味わう貴重な体験とな 

ります。 

 

（２）小学生期（６歳～１２歳） 「本に親しむ」 

低学年－読み聞かせなどにより、本に親しんだり、読書を楽しんだりす 

る時間を作ることが大切です。その後、子どもは自身の成長とと 

もに、徐々に文章を読むことができるようになります。 

高学年－読書力がつき、幅広いジャンルの本（ノンフィクション、推理 

小説、スポーツ、科学など）に目を向けるようになります。学級 

担任・図書教諭等教員のアドバイスを受けながら、各教科や総 

合的な学習の時間、特別活動における調べ学習などを通して、目 

的に合った本を読もうとするようになります。 

 

（３）中学生期（１２歳～１５歳） 「本から学ぶ」 

中学生期は、生徒会活動や部活動への参加により、学校での生活時

間が長くなるとともに、家庭学習の時間が増加するなど、生活リズム

が大きく変化することにより、家庭で読書をする時間が減少する傾向

にあります。また、心身が著しく成長し、親に対する反抗期を迎える

など、親子のコミュニケーションが不足しがちな時期でもあります。

中学生期における読書は、自己を見つめ、自己の向上を図るなど、自

己の在り方を考えていく上での大きな力になります。 
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３ 基本目標 

子どもの読書習慣の定着 

 読書習慣は日常の生活を通して形成されることから、学校や家庭、地域等の中で

育まれ、継続して行われるよう、読書活動の習慣化に向けて積極的に取り組む必要

があります。そのためには、学校、家庭、地域等のそれぞれの役割を明確にすると

ともに、関係機関や団体等と連携し相互に協力しつつ、子どもの発達の段階に応じ

て多様な取組を進めていくことが重要です。 

 また、社会のデジタル化、ＧＩＧＡスクール構想等の進展を踏まえて子どもの言

語能力や情報活用能力を育むよう取組む必要があります。 

 

推進施策１ 図書館における読書活動の推進 

【推進の方向性】 

子どもの読書活動を推進するためには、子どもが気になった絵本を 

手に取ったり、小中学生が興味に合った資料を調べたりすることが 

できるよう、読書環境を整備する必要があります。 

 そのためには図書館が子どもの読書活動と環境の実態を踏まえ、 

読書活動の推進に向けた場所や機会を提供することによって、望まし

い読書環境づくりに努めることが重要です。 

また、地域ボランティアや関係機関との連携により効果的な機会を

提供することが必要です。 

  

【具体的な取組】 

①図書館機能の充実 

・計画的な蔵書充実 

・読み聞かせ等のボランティア育成 

・子どもの視点に立ったサービスの改善 

・多様な利用方法の推進（セルフ貸出機導入） 

②イベントの実施 

 ・図書館に親しむための四季折々のイベントの実施 

 ・図書館職員企画による企画展の実施 
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③関係機関との連携 

 ・認定こども園、学校等と連携した読書活動の推進 

 ・巡回図書をはじめとした蔵書貸出の実施 

 ・学校図書館に対する図書館職員派遣による運営支援 

④図書館職員の資質向上 

 ・定期的なミーティング、研修等の実施 

 ・先進地視察、研修会等の参加 

⑤啓発・広報 

 ・「うちどく（家読）通信」「図書館だより」の発行による、 

  新着図書やイベント等の情報発信 

 

推進施策２ 学校等における読書活動の推進 

【推進の方向性】 

   認定こども園や子育て支援センターでは、保育教諭や職員等による

読み聞かせを行うほか、子どもが興味を持っている絵本の保護者への

紹介や貸出を通じて、絵本に触れることの楽しさや大切さを伝えてい

きます。 

    小中学校では、児童生徒が多くの本に親しむと共に、読書の習慣化

を図り、豊かな情操を養うことを目的に学校図書館の充実を行います。

また、児童生徒が自ら読書に親しむことができるように、読書指導を

推進していきます。 

     

【具体的な取組】 

①様々な読書活動の展開 

 ・「読み聞かせ」「朝の読書」活動や校内読書週間等の設定 

 ・読み聞かせ、ビブリオバトル、ＰＯＰ作成等の手法を活用し 

  た読書活動 

②学校図書館機能の充実 

 ・図書委員会等の児童生徒による自主的な読書活動 

・児童生徒、教員の希望を取り入れた蔵書の充実 

・図書館職員派遣による学校図書館の活性化 
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・各教科等における主体的・対話的で深い学びの実現に向けた 

 学校図書館の活用 

③図書館職員と司書教諭の連携 

・図書を活用した学習の推進 

 

推進施策３ 家庭における読書活動の推進 

【推進の方向性】 

   子どもの読書習慣は保護者が日常の生活の中で子どもの読書活動 

の機会の充実及び読書習慣の定着に向けて積極的に取り組む必要が 

あります。読み聞かせをしたり、子どもと一緒に本を読んだりする 

など家庭での読書活動を通して家族のコミュニケーションを図る 

「うちどく（家読）」に取り組むことにより、子どもが読書に親しむ 

きっかけをつくるとともに、読書に対する興味や関心をもたせるよう 

に子どもに働きかけることが望まれます。 

 多忙な生活のなかで読書習慣の定着を図ることが困難な家庭も 

見られることから、子どもたちの読書活動を充実させるべく支援を 

継続していきます。 

 

【具体的な取組】 

①家庭での読書の推奨 

 ・「読み聞かせ」や家庭における読書活動の啓発 

 ・ブックスタート、ブックセカンドで受領した図書の活用 

 ・食後や週末など時間や日を決めて家族全員での読書や、読んだ 

  本について会話する機会の創出 

②図書館の活用 

 ・図書館が行う企画展やイベント等の参加 

 ・ブックスタート実施時における図書館利用カード作成をきっか 

けとした継続的な図書館利用 

③「うちどく（家読）」の推進 

       ・「うちどく（家読）通信」「図書館だより」を活用した、 

保護者自身が読書に親しむことや図書館を利用することの啓発 
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第３章 計画の点検・評価について 

施策推進の点検・評価については、計画の指標及び推進施策を中心に進捗

状況などの点検を毎年実施し、評価を行います。 

 

指標 

現状値 

令和５・６年度 

（調査実施年度） 

目標値 

令和１２年度 

 

図書館における蔵書冊数 

（内児童図書数） 

 

４０，７５８冊 

（１７，９０６冊） 

（Ｒ６） 

４５，０００冊 

（２２，０００冊） 

 

図書館における１５歳以下一人当たり 

年間図書貸出冊数 

 

１２．９冊 

（Ｒ６） 
１５冊 

 

図書館情報専門員による 

学校図書館支援回数 

 

１１３回 

（Ｒ６） 

 

１２０回 

 

学校図書館における蔵書冊数 
４０，３３７冊 

（Ｒ６） 

 

４５，０００冊 

 

 

学校図書館における児童生徒一人当た

り年間図書貸出冊数 

 

１６．２冊 

（Ｒ５） 
２０冊 
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資料編 
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１ 子どもの読書活動の推進に関する法律 

（平成１３年１２月１２日法律第１５４号） 

 

（目的） 

第１条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公

共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定め

ることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子

どもの健やかな成長に資することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第２条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、言葉

を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身

に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる

機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための

環境の整備が推進されなければならない。 

 

（国の責務） 

第３条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活動の

推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第４条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏

まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（事業者の努力） 

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活

動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。 

 

（保護者の役割） 

第６条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極

的な役割を果たすものとする。 

 

（関係機関等との連携強化） 

第７条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよ

う、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努

めるものとする。 

 

（子ども読書活動推進基本計画） 

第８条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」と

いう。）を策定しなければならない。 

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告

するとともに、公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 

（都道府県子ども読書活動推進計画等） 
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第９条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県にお

ける子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推

進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）を策定す

るよう努めなければならない。 

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定され

ているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基本と

するとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村に

おける子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ども読書活動推

進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推

進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の

変更について準用する。 

 

（子ども読書の日） 

第10条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが

積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。 

２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めな

ければならない。 

 

（財政上の措置等） 

第11条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な 

財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

附則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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２ 子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（第５次計画）（概要） 
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出典：【別添2】第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」（概要）（文部科学省） 

（https://www.mext.go.jp/content/20230327mxt-chisui01-100316_02.pdf） 
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３ 北海道子どもの読書活動推進計画＜第５次計画＞（概要） 
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この情報は北海道のオープンデータを利用しています 
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４ 用語解説 

用  語 解  説 

子ども読書の日 4月23日。国民の間に広く子どもの読書活動に

ついての関心と理解を高めるとともに、子ども

が積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、

「子どもの読書活動の推進に関する法律」に 

よって定められた日。 

子どもの読書活動の推

進に関する法律 

すべての子どもがあらゆる機会と場所において

自主的に読書活動を行うことができるよう、環

境整備の推進を求めた法律。平成13年12月に施

行。 

司書教諭 小学校、中学校及び高等学校において、学校教

育に必要な資料を収集・整理及び保存し、これ

を児童生徒や教職員の利用に供するために設け

られた学校図書館の専門的職務に従事する者。 

学校図書館法により、12学級以上の学校に置か

なければならない。 

巡回図書 子どもが多くの本に触れ読む機会を増やすこと

を目的に、図書館の図書を小中学校、子どもプ

レイハウス、認定こども園、子育て支援センタ

ーに貸し出す事業。 

スタンダード図書 当別町子どもの読書活動推進委員会か選定する

子どもに読んでほしい推薦図書。 

ソーシャルネットワー

キングサービス 

（SNS） 

個人間のコミュニケーションを促進し、社会的

なネットワークを構築を支援する、インターネ

ットを利用したサービス。 

ビブリオバトル お気に入りの本を持ち寄って、その面白さにつ

いて5分程度でプレゼンテーションを行い、ど

の本が一番読みたくなったかを参加者の多数決

で決定するイベント。 

ブックスタート 乳幼児10ヶ月健診に際して、保護者に絵本を手

渡し、乳幼児期からの絵本の読み聞かせの大切

さや方法などを伝えることを目的として実施。 

ブックセカンド 乳幼児期に育まれた読書への興味、関心を引き

継ぎ、読書習慣を育て、さらに家族ぐるみで高

めていくことを目的とし、小学1年生の入学の

お祝いとして自分の選んだ本をプレゼントする

事業。 

POP（ポップ） 「Point of purchase advertising」（購買時点

広告）の頭文字から取った略語で、主に小売店

の店頭プロモーションとして展開される広告媒

体。 

レファレンスサービス 学習・調査・研究を目的とする利用者に求める

資料や情報を検索し、提供すること。 

- 18 -



 

５ 当別町子どもの読書活動推進計画（第４次計画）に係る委員会等 

 

【当別町社会教育委員会】 

 任期 令和７年４月２４日～令和９年４月２３日 

役  職 氏   名 所   属 

委 員 長 浜 上 尚 也 学識経験者 

副委員長 潟 沼 史 朗 西当別小学校 

委  員 近 藤 留 美 社会教育活動実践者 

委  員 曽 川 昭 治 当別町文化協会 

委  員 伊 藤 美穂子 当別町スポーツ推進委員会 

委  員 小 竹 泰 斗 当別青年会議所 

委  員 佐 藤 太一郎 当別町子ども会育成連合会 

委  員 後 藤 尚 範 当別町ＰＴＡ連合会 

委  員 川 合 秋 夫 学識経験者 

 

【当別町子どもの読書活動推進委員会】 

 任期 令和７年６月２日～令和９年５月３１日 

役  職 氏   名 所   属 

委 員 長 潟 沼 史 朗 学識経験者 

副委員長 瀬 能 実 紀 当別町福祉部子ども未来課 

委  員 大 場 さおり とうべつ学園 

委  員 弥勒院 瑞 枝 西当別小学校 

委  員 小 柳 華奈子 西当別中学校 

委  員 髙 橋 侑 己 教育委員会学校教育課 

委  員 加 藤 裕 弓 認定こども園当別夢の国幼稚園 

委  員 寺 田 美由紀 認定こども園おとぎのくに 

委  員 富士本 亜希子 とうべつ学園よみきかせ隊 
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当別町子どもの読書活動推進計画（第４次計画） 

令和８（２０２６）年３月 

 

当別町教育委員会 

 

〒061-0292 北海道石狩郡当別町白樺町58番地9 

℡0133－22－3834 FAX0133-23-3114 

kyoshakai1@town.tobetsu.hokkaido.jp 

http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/site/kyoiku-top/3684.html 


